
別表２（第８条第８項関係） 

 

 「当場において舟券場外発売が中断若しくは中止となる場合」 

 

(1) 天災地変、戦争（戦闘）、騒乱、内乱が発生し、早急に避難等の措置をと

る必要が認められる場合、又は、当場の建屋、キャスト、ゲストの身体、生

命及び財産等に危害が及び若しくは及ぶおそれがある場合 

(2) 停電による舟券場外発売に関する機器等への給電障害、ボートレース情報

や投票計算のための情報通信機器及び通信回線の障害、舟券場外発売及び返

還金払い戻しのための自動発売払戻機の故障等が発生し、早急に復旧できな

い場合 

(3) 当場又は当場付近で火災が発生し、若しくは当場付近まで延焼してきて、

当場建屋等に延焼するおそれがある場合 

(4) 台風、地震、洪水、落雷、竜巻等の天災や噴火、地面の陥没隆起等の地変

により当場建屋、駐車場並びに国道等の道路に関して重大な被害が生じ若し

くは警報が発令され重大な被害が生ずるおそれがある場合 

(5) 上記(1)乃至(4)以外の事由によって、当場建屋、駐車場及び付近道路交通

の安全等に重大な損害等が生じた場合 

(6) 公権力の行使に基づく処分がなされた場合 

 

以上 


